
－草加市独⾃の第3次緊急経済対策－

新型コロナウイルス感染症の影響により従来の経済活動の縮⼩を余儀なくされている市内農商⼯団
体等が、迅速な事業売上回復を⽬指し、製品開発や販路拡⼤等について専⾨⼈材等と連携して取り組
む事業を⽀援します。要件などは次のとおりです。

対象となる団体
次の①〜③のいずれかの要件に該当する⽅。

① １年以上の活動実績を有する市内農商⼯団体
② 複数の①が連携するもの
③ 市⻑が必要と認める団体
※上記①は、中⼩企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条に規定する中⼩企業者５事業者

以上によって組織されている団体で、その構成事業者の過半数以上が市内に主たる事業所を有する団
体に限ります。また、上記①〜③は、暴⼒団⼜は暴⼒団員の統制の下にある団体⼜はグループでない
こととします。

参加表明受付期間

令和２年（２０２０年）９⽉１⽇（⽕）から９⽉１５⽇（⽕）まで
※交付申請をご希望の団体は、必ずこの期間にご連絡ください。

対象となる事業

次のいずれにも該当する事業。
☑ 原則として、令和３年（２０２１年）２⽉２６⽇までに完了する事業であること。
☑ 新型コロナウイルス感染症により従来の経済活動が縮⼩する中で売上回復及び拡⼤を⽬的とす
る商品開発、販路拡⼤活動等であること
☑ 専⾨⼈材と連携し、実施する内容であることが確認できること
☑ 事業実施後の補助対象事業者の売上向上⼜は市内への経済波及効果が⾒込まれること
☑ 補助対象経費について、国、地⽅公共団体その他の団体の制度に基づく補助⾦、助成⾦その他
の給付等を重複して受けていないこと
※新製品開発・新サービス創出等を実施する場合は、開発により誕⽣した製品・サービス等につい
て、専⾨⼈材等と連携し実施する今後の販路拡⼤等の計画が事業計画上で確認できる事業であるこ
とします。この場合において、新商品、新サービス等の権利は、補助対象事業者に帰属するものと
します。

市内農商⼯団体等が実施する、売上回復や販路拡⼤等の取組みを⽀援します。
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草加市事業者連携型売上Ｖ字回復チャレンジ事業
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受付期間︓９⽉１⽇(⽕)〜９⽉１５⽇(⽕)厳守※１
表明⽅法︓以下の書類をＥメールまたは郵送で提出（９/１５(⽕)必着）
必要書類︓≪所定の様式≫

①事業計画書※２ ②収⽀予算書
≪添付書類≫
①団体構成員名簿（表ページ「対象となる団体②」の場合は各団体のもの全て）
②団体会則 （表ページ「対象となる団体②」の場合は各団体のもの）
③事業計画書（所定の様式）の各項⽬等に関する別紙

※１︓参加を予定している事業者は必ずこの期間に書類を提出してください。
（参加表明をした団体のみ、交付申請を受け付けます。）

※２︓書類記載の注意点については後ろのページをご覧ください。
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※補助⾦は、ケースに応じて概算払いをすることも可能です。

１団体当たり２００万円以内とする。

補助⾦額

対象となる経費

事業の実施に伴い使⽤するもののうち、以下の費⽤。
報酬、報償費、旅費、需⽤費、役務費、委託料、使⽤料及び賃借料、原材料費、備品購⼊費、
負担⾦、割引料、その他市⻑が必要と認めるもの。※詳細は要綱別表をご確認ください。

（上記①〜⑤の流れの概要は以下の通り）

②事前相談会 ※日程は団体と調整の上決定します。



⑤補助⾦請求 期 限︓交付確定直後（概算払いを希望する場合は交付決定後）
請求⽅法︓以下の書類をEメールまたは郵送で提出
必要書類︓≪所定の様式≫

①交付請求書
⽀払い⽅法︓団体⼝座（ 「対象となる団体②」 の場合は代表団体の⼝座）へ振込

④実績報告 期 限︓補助対象事業の完了後３０⽇以内、⼜は
令和３年２⽉２６⽇のいずれか早い⽇とする。

報告⽅法︓以下の書類をEメールまたは郵送で提出
必要書類︓≪所定の様式≫

①実績報告書 ②事業報告書 ③収⽀決算書
≪添付書類≫
①経費証拠書類 ②事業実施に伴う成果物 ③その他必要な書類

期 限︓ １０⽉２⽇(⾦)〜１０⽉１６⽇(⾦)厳守
申請⽅法︓以下の書類をEメールまたは郵送で提出
必要書類︓≪所定の様式≫

①交付申請書 ②事業計画書※２ ③収⽀予算書
≪添付書類≫
①事業計画書（所定の様式）の各項⽬等に関する別紙

※１︓参加表明をした団体のみ、交付申請を受け付けます。
※２︓書類記載の注意点については次のページをご覧ください。
※３︓交付申請のあった事業については、審査基準に照らし合わせ、交付可否を判断します。

③交付申請※１

②事前相談会 ⽇ 程︓９⽉中旬〜９⽉下旬
時 間︓参加表明団体、有識者等、市と調整の上決定
会 場︓草加市役所⻄棟5階 会議室等
内 容︓有識者等による事業内容等のブラッシュアップ。
※   参加表明をされた団体の⽅と調整の上、場所⽇時等を決定します。



〒340-8550 草加市⾼砂1-1-1
草加市⾃治⽂化部産業振興課
電話︓048-922-3477（直通） Fax︓048-922-3406
e-mail︓sangyosinko@city.soka.saitama.jp

お問合せ先

必要書類のすべての欄（項⽬）について漏れなくご記載ください。様式の記⼊欄が⼩さい場合は別紙を添付し
てください。
また、「２ 事業について」は、以下の視点に配慮しご記載ください。事前相談会と交付決定については、そ

の内容を参考にします。
① 団体の解決すべき課題 ※事業実施に際し、この解決が⽬的となるもの
・団体を構成する事業者が抱える（共通）課題は何か。

② 補助対象事業について ※①を踏まえてご記載ください。
・事業の⽬的（①の課題解決）、事業の⽬標（売上額などの期待する具体的な事業効果。数値⽬標。）
・（商品開発・サービス創出をする場合は）他との差別化、優位点は何か。
・販売促進活動（PR）については、⽬標達成に向けて「誰に（ターゲット）」「どのような⼯夫」をする
のか。

・新型コロナウィルス感染症の状況等を踏まえた内容か（その社会状況の中、売上の向上が⾒込める事業
か）。また、感染拡⼤防⽌に配慮した事業実施⽅法かつ今後感染状況が悪化しても継続可能な事業⽅法か。

・プロジェクト実施において（その⽬標達成に向けて）の障壁はあるか。また、ある場合はそれを克服する
ためのどのような⼯夫・⼿段をとるか。

・事業実施はどのような体制で⾏うか。また、連携する専⾨⼈材等の専⾨分野は何か。当事業において専⾨
⼈材にどのような役割を求め、当専⾨⼈材の選定に⾄ったか。

その他

事業の要綱・様式のダウンロード、交付申請時の審査基準の確認等は下記のHPからお願いいたします。

HP名︓「草加市産業振興⽀援情報 あっ、そうか.net」
HP内当事業ページ場所︓

ホーム
▼

事業者の⽅
▼

新型コロナウィルス感染症に関する草加市独⾃の緊急経済対策について
▼

草加市事業者連携型売上Ｖ字回復チャレンジ事業補助⾦
当事業ページURL︓http://www.a-soka.net/02_jigyou/kinkyu/kinkyu04.html

QRコード

「事業計画書」（ ①参加表明・③交付申請提出）の書類記載の注意点について


